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〈
広
告
〉

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
前
年
度
減
免
を
受
け
て
い
る
方
】

　

現
況
届
出
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

上
記
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
⑤

に
該
当
す
る
車
両
を
除
く
。

【
申
請
期
間
】

　

納
税
通
知
書
が
手
元
に
届
い
て

か
ら
納
期
限
（
６
月
１
日
）
ま
で

に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

納
期
限
後
の
申
請
は
受
付
で
き

ま
せ
ん
。

【
申
請
先
】

・�

財
務
課
資
産
税
係

・�

熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

・�

落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
務
課
資
産
税
係

　
☎
０
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３
７

－
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４

　

令
和
８
年
４
月
か
ら
、
軽
自
動

車
税
と
固
定
資
産
税
に
加
え
て
、

新
た
に
町
道
民
税
（
普
通
徴
収
）

と
国
民
健
康
保
険
税
が
地
方
税
共

通
納
税
シ
ス
テ
ム
で
納
付
が
で
き

ま
す
。

　

今
後
、
発
行
さ
れ
る
納
付
書
に

「eL

マ
ー
ク
」「eL

-Q
R

」
が
印

字
さ
れ
ま
す
の
で
、「
地
方
税
お

支
払
サ
イ
ト
」
を
利
用
し
た
ク
レ

　

４
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
い
要
件
な
ど
は
下
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
軽
自
動
車
】

①�

障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有
、
運

転
す
る
車
両

②�

障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有
し
、

障
が
い
の
あ
る
方
と
生
計
を
一

と
し
て
い
る
方
が
障
が
い
の
あ

る
方
の
た
め
に
運
転
す
る
車
両

③�

障
が
い
の
あ
る
方
と
生
計
を
一

と
し
て
い
る
方
が
所
有
し
、
障

が
い
の
あ
る
方
が
運
転
す
る
車

両
、
ま
た
は
障
が
い
の
あ
る
方

の
た
め
に
運
転
す
る
車
両

④�

構
造
が
障
が
い
の
あ
る
方
の
利

用
に
供
す
る
た
め
の
車
両

⑤�

公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
車
両

※�

障
が
い
者
１
人
に
つ
き
減
免
可

能
な
車
両
は
、
普
通
自
動
車
、
軽

自
動
車
を
含
め
１
台
の
み
で
す
。

【
対
象
と
な
る
障
が
い
者
】

①�
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方

②�

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
お
り
、
障
が
い
の
区
分
が

左
記
の
項
目
に
該
当
す
る
方

③�

戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
方
で
一
定
の
範
囲
の
障

が
い
を
有
す
る
方

【
初
回
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・�

減
免
申
請
書

・�

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

・�

自
動
車
検
査
証
（
車
検
証
）

・�

運
転
免
許
証
（
減
免
対
象
車
両

を
運
転
す
る
方
の
も
の
）

・�

身
体
障
害
者
手
帳
等
（
自
身
が

交
付
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の

手
帳
）

・�

通
院
、
通
学
、
通
所
等
証
明
書

（
上
記
対
象
と
な
る
軽
自
動
車

②
～
③
に
該
当
す
る
場
合
）

※�

上
記
対
象
と
な
る
軽
自
動
車

④
、
⑤
に
該
当
す
る
場
合
は
必

要
と
な
る
書
類
が
異
な
り
ま
す
の

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
の
納
付
や
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
な
ど

を
利
用
し
た
納
付
が
で
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
左
記
二
次
元
コ
ー
ド

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
財
務
課
納
税
係

　
☎
０
１
３
７

－

62

－

２
１
１
４

障がいの区分 障がいの程度

視覚障害 １級～４級

聴覚障害 ２級・３級

平衡機能障害 ３級・５級

音声機能障害

３級（喉頭摘出に
よる音声機能障害
がある場合に限り
ます。）

上肢不自由 １級～３級

下肢不自由 １級～６級

体幹不自由 １級～３級・
５級

乳幼児期以前
の非進行性脳
病変による運
動機能障害

上肢機能 １級～３級

移動機能 １級～６級

心臓機能障害

１級・
３級～４級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう・直腸機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障害 １級～４級
肝臓機能障害

地方税お支払
サイト

eLマーク

電
子
納
付
で
き
る
税
目
が
拡

大
さ
れ
ま
す

軽
自
動
車
税
の
減
免
に

�

つ
い
て


